
            

▼
試
験
日
時 

 

平
成
24
年
８
月
30
日
（
木
）
午
後
１

時
30
分
～
午
後
４
時
ま
で 

▼
試
験
地 

旭
川
市
（
名
寄
保
健
所
管
内
に
住
所

を
有
す
る
場
合
） 

▼
受
験
資
格 

 

学
校
教
育
法
第
57
条
（
高
等
学
校
入

学
資
格
）
に
規
定
す
る
方
で
、
多
数

人
に
対
し
て
飲
食
物
を
調
理
し
て
供

与
す
る
寄
宿
舎
、
学
校
、
病
院
等
の

施
設
ま
た
は
飲
食
店
営
業
、
魚
介
類

販
売
業
も
し
く
は
惣
菜
製
造
業
に
該

当
す
る
営
業
に
お
い
て
平
成

24
年

５
月

25
日
ま
で
に
２
年
以
上
調
理

の
業
務
に
従
事
し
た
方
。 

▼
試
験
科
目
お
よ
び
試
験
方
法 

 

食
文
化
概
論
、
衛
生
法
規
、
公
衆
衛

生
学
、
栄
養
学
、
食
品
学
、
食
品
衛

生
学
、
お
よ
び
調
理
理
論
に
つ
い
て

筆
記
試
験
を
行
い
ま
す
。 

▼
受
験
願
書
の
提
出
先
お
よ
び
受
付
期

間 

①
提
出
先 

 

札
幌
市
、
旭
川
市
、
函
館
市
、
小
樽

市
に
住
所
を
有
す
る
方
は
、
そ
の
市

の
保
健
所
、
そ
の
他
の
市
町
村
に
住

所
を
有
す
る
方
は
、
上
記
を
除
く
最

寄
り
の
保
健
所
ま
た
は
支
所
。 

②
受
付
期
間 

 
平
成
24
年
５
月
14
日
（
月
）
～
平
成

24
年
５
月
25
日
（
金
） 

※
郵
送
の
場
合
は
、
平
成
24
年
５
月
25

日
ま
で
の
消
印
の
あ
る
も
の
に
限
り

ま
す
。 

▼
提
出
書
類 

①
調
理
師
試
験
受
験
願
書
…
１
部 

（
６
＊
７
０
０
円
分
の
北
海
道
収
入
証

紙
を
添
付
） 

※
裏
面
は
調
理
業
務
経
歴
証
明
書
と
な

っ
て
い
ま
す
。 

②
調
理
師
試
験
受
験
者
整
理
カ
ー
ド 

…
１
部 

（
出
願
前
３
ヶ
月
以
内
に
脱
帽
し
て
、

正
面
上
半
身
を
撮
影
し
た
写
真
を
添

付
） 

③
調
理
師
試
験
入
力
通
知
書
…
１
部 

※
各
提
出
書
類
は
名
寄
保
健
所
で
４
月

よ
り
配
布
予
定
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。 

◇
お
問
い
合
わ
せ
先 

北
海
道
名
寄
保
健
所
健
康
推
進
課
健

康
増
進
係 

（
電
話
０
１
６
５
４
―
３
―
３
１
２

１
） 

    

▼
振
替
納
付
日 

・
平
成
23
年
分
の
所
得
税
確
定
申
告 

…
平
成
24
年
４
月
20
日
（
金
） 

・
個
人
事
業
者
の
消
費
税
及
び
地
方
消

費
税
の
確
定
申
告
…
平
成

24
年
４

月
25
日
（
水
） 

※
確
実
に
振
替
納
付
で
き
る
よ
う
、
振

替
納
付
日
の
前
日
ま
で
に
預
貯
金
残

高
の
確
認
を
お
願
い
し
ま
す
。 

▼
期
限
内
に
納
付
で
き
な
か
っ
た
場
合 

期
限
内
に
納
付
で
き
な
か
っ
た
場
合

や
、
振
替
口
座
の
残
高
不
足
で
振
替

で
き
な
か
っ
た
場
合
に
は
法
定
納
期

限
の
翌
日
か
ら
納
付
の
日
ま
で
延
滞

税
が
か
か
り
ま
す
。 

こ
の
場
合
、
金
融
機
関
（
日
本
銀
行

歳
入
代
理
店
）
ま
た
は
所
轄
の
税
務

署
の
納
税
窓
口
で
本
税
と
延
滞
税
を

合
わ
せ
て
納
付
し
て
い
た
だ
く
こ
と

に
な
り
ま
す
。 

※
納
付
書
は
、
税
務
署
ま
た
は
所
轄
の

税
務
署
管
内
の
金
融
機
関
で
用
意
し

て
い
ま
す
。
金
融
機
関
に
納
付
書
が

な
い
場
合
に
は
、
所
轄
の
税
務
署
に

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。 

▼
平
成

24
年
中
に
お
け
る
延
滞
税
の

割
合 

①
納
期
限
の
翌
日
か
ら
２
カ
月
を
経
過

す
る
日
ま
で
は
年
４
．
３
％
の
割
合 

②
納
期
限
の
翌
日
か
ら
２
カ
月
を
経
過

す
る
日
の
翌
日
以
後
に
つ
い
て
は
年

14
．
６
％
の
割
合 

◇
お
問
い
合
わ
せ
先 

 

名
寄
税
務
署
総
務
係 

（
電
話

０
１
６
５
４
―
２
―
２
１
５

７
） 

    

今
年
度
も
、
交
通
事
故
に
よ
る
被
害

者
の
救
済
等
に
関
す
る
相
談
に
応
じ
、

被
害
者
に
対
す
る
援
護
活
動
の
促
進
お

よ
び
強
化
を
図
る
た
め
、
交
通
事
故
相

談
を
実
施
し
ま
す
。 

北
海
道
で
は
交
通
事
故
相
談
所
を
設

置
し
、
専
門
の
相
談
員
や
弁
護
士
が
相

談
に
応
じ
て
い
ま
す
の
で
ご
利
用
く
だ

さ
い
。 

 

平
成
23
年
分
の
確
定
申
告
の
振
替

納
付
日
に
つ
い
て 

平
成
24
年
度
調
理
師
試
験
に
つ
い

て 

平
成
24
年
度
上
川
総
合
振
興
局
交

通
事
故
相
談
の
実
施
に
つ
い
て 



▼
相
談
料 

 
無
料 

▼
相
談
方
法 

 

面
接
（
予
約
制
）
、
電
話
、
文
書
（
メ

ー
ル
・
Ｆ
Ａ
Ｘ
を
含
む
） 

▼
電
話
や
文
書
で
相
談
さ
れ
る
方 

・
相
談
時
間 

月
～
金
曜
日
９
時
～
16

時
30
分 

・
直
通
電
話 

０
５
０
―
３
５
３
３
―

４
７
０
３ 

・
Ｆ
Ａ
Ｘ 

０
１
１
―
２
３
２
―
７
４

５
２ 

・
Ｅ
―
ｍ
ａ
ｉ
ｌ 

 

K
a
n
s
e
i
.
k
u
r
a
s
h
i
a
n
2
@
p
r
e
f
.
h
o
k
k
a

i
d
o
.
j
p
 

▼
面
接
で
相
談
さ
れ
る
方 

弁
護
士
相
談
、
巡
回
相
談
を
希
望
さ

れ
る
方
は
、
事
前
に
予
約
が
必
要
で

す
。
相
談
日
の
前
日
ま
で
に
申
し
込

み
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。 

▼
そ
の
他 

巡
回
相
談
の
開
設
時
間
帯
は
、
13
時

～
15
時
と
し
ま
す
が
、
相
談
者
の
都

合
に
よ
り
、
当
該
時
間
内
で
の
相
談

が
困
難
な
場
合
お
よ
び
相
談
者
が
多

数
に
及
ん
だ
場
合
は
、
相
談
時
間
等

の
変
更
お
よ
び
延
長
等
に
つ
い
て
検

討
し
ま
す
。 

  

               

◇
お
問
い
合
わ
せ
、
相
談
先 

 

上
川
総
合
振
興
局
交
通
事
故
相
談
所 

 

旭
川
市
永
山
６
条
19
丁
目 

（
電
話
０
１
６
６
―
46
―
５
９
２
３
）

（
直
通
） 

     

食
品
中
の
放
射
性
物
質
に
つ
い
て
、

現
在
、
国
が
示
し
て
い
る
暫
定
規
制
値

に
適
合
し
て
い
る
食
品
は
、
健
康
へ
の

影
響
は
な
い
と
評
価
さ
れ
て
お
り
、
そ

の
安
全
性
は
確
保
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

よ
り
一
層
、
食
品
の
安
全
・
安
心
を
確

保
す
る
た
め
、
今
般
、
食
品
衛
生
法
に

基
づ
く
新
た
な
基
準
値
が
設
定
さ
れ
、

平
成
24
年
４
月
（
予
定
）
か
ら
施
行
さ

れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。 

 

詳
細
に
つ
い
て
は
、
厚
生
労
働
省
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。 

h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
m
h
l
w
.
g
o
.
j
p
/
s
h
i
n
s
a
i
_

j
o
u
h
o
u
/
s
y
o
k
u
h
i
n
.
h
t
m
l
 

                  

◇
お
問
い
合
わ
せ
先 

 

北
海
道
名
寄
保
健
所 

（
電
話
０
１
６
５
４
―
３
―
３
１
２

１
） 

 

在
日
ペ
ル
ー
共
和
国
大
使
館
の
フ
ア

ン
・
カ
ル
ロ
ス
・
カ
プ
ニ
ャ
イ
・
チ
ャ

ベ
ス
駐
日
特
命
全
権
大
使
閣
下
が
平
成

24
年
の
３
月
で
離
任
さ
れ
、
本
国
に
戻

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。 

３
月
６
日
、
カ
プ
ニ
ャ
イ
大
使
は
離

任
に
伴
い
皇
居
を
訪
問
し
、
美
智
子
皇

后
に
謁
見
さ
れ
ま
し
た
。 

離
日
の
挨
拶
の
な
か
、
美
智
子
皇
后

は
剣
淵
町
と
の
姉
妹
都
市
に
つ
い
て

「
こ
の
よ
う
に
国
民
同
士
が
絆
を
深
め

ら
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
喜
ば
し
い
」
こ

と
や
、「
ア
ル
パ
カ
が
剣
淵
の
気
候
に
順

応
す
る
こ
と
が
で
き
て
良
か
っ
た
で
す

ね
」
と
話
さ
れ
、
美
智
子
皇
后
は
剣
淵

町
を
ご
存
じ
の
よ
う
で
し
た
。 

 

ま
た
、
カ
プ
ニ
ャ
イ
大
使
か
ら
は

佐
々
木
町
長
は
じ
め
剣
淵
の
皆
さ
ま
に

よ
ろ
し
く
お
伝
え
く
だ
さ
い
と
大
使
館

を
通
じ
て
連
絡
を
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

カ
プ
ニ
ャ
イ
大
使
の
ご
尽
力
に
心
か
ら

感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。 

      

■上川総合振興局交通事故相談所相談日程 

 時間 日   程 

弁護士 

相  談 

13:00 
～ 

15:00 

5/9(水) 

11/14(水) 

7/11(水) 

1/9(水) 

9/12(水) 

3/13(水) 

巡 回

相 談 

13:00 
～ 

16:00 

4/18(水)  

6/20(水)  

8/22(水) 

10/24(水) 

 1/9(水) 

5/9(水) 

7/11(水) 

9/12(水) 

11/14(水) 

 2/20(水) 

6/6(水) 

8/8(水) 

10/10(水) 

12/5(水) 

3/13(水) 

 

食
品
中
の
放
射
性
物
質
の
規
格
基

準
に
つ
い
て 

放射性セシウムの暫定規制

値 平成 23 年 3 月 17 日設定 

食品群 
暫定規制値 

（ﾍﾞｸﾚﾙ/㎏） 

飲料水 ２００ 

牛乳・乳製品 ２００ 

野菜類 
５００ 

穀類 

肉・卵・魚・ 

その他 
― 

 

平成 24 年４月～ 

食品群 
暫定規制値 

（ﾍﾞｸﾚﾙ/㎏） 

飲料水 ２００ 

牛乳・乳製品 ２００ 

野菜類 
５００ 

穀類 

肉・卵・魚・ 

その他 
― 

 

▲ペルー大使館
を離任された
フアン・カルロ
ス・カプニャ
イ・チャベス全
権大使。 


